
Google for Education の概要 

Google for Education とは「Google の教育現場向けサービス」を総称した名称です。具体

的には，学習用端末「Chromebook」と学習ツール「G suite for Education」で構成されてい

ます。本サービスを利用するには，個人ごとに割り振られた ID・パスワードでログインする必

要があります。今帰仁村教育委員会は教員と児童生徒が使用できるように ID・パスワードを付

与いたします。 

 

 Google for Education の機能は，インターネット環境があればどこ

からでも利用できます。インターネット環境と今帰仁村教育委員会発行

のアカウントを使用すれば，貸出端末以外のご家庭のパソコン，スマー

トフォン，タブレットからも使用できます。全てのファイルをインター

ネットを通じて管理するため，どこでもいつでも必要な情報にアクセス

し，編集することができます。 

 

 

Google for Education の活用のイメージ 

 



保護者向け概要版 

 

 端末は，学習活動のために使うことが目的です。ゲームなど，学習活動に関わること以外に

使ってはいけません。また，端末はみんなで共用して使用しますので，大切に扱うよう，ご家

庭でも指導をお願いします。 

下記のとおり，手続き概要を記しますので，ご一読いただきますようお願いします。 

 

 

                      記 

 

 

１ 原則としてご家庭に児童生徒が使用できる端末がない場合，端末等を借りることができま

す。その際，今帰仁村学習用端末等貸出・延長申請書（様式１）を学校へ提出して下さい。

なお，貸出期間は１ヶ月を目処としています。 

 

 

２ 借受人は，次の各号に掲げる障害・事故等が発生した場合には，速やかに学校長へ今帰仁

村学習用端末等（故障・端末紛失・破損・ID パスワード紛失）報告届（様式２）を提出して

下さい。 

（１）端末を毀損，紛失したとき，または盗難の被害にあったとき 

（２）ID・パスワードを紛失，又は第三者に漏洩した可能性があるとき 

（３）端末が正常に動作しなくなったとき 

（４）データの改ざん・抹消，不正使用，無権限者のアクセス，ウイルスの侵入等，またはそ

れらの恐れのある事実を発見したとき 

 

 

３ 故意または過失による毀損，紛失・盗難等の事故あるいはその他の理由で，端末の全部ま

たは一部が使用できなくなった場合，借受人は教育委員会が定める相当の代価を賠償しなけ

ればならない。 

 

 

４ 家庭で使用する際，ネットワーク接続に関しては，原則ご家庭のインターネット回線を使

用するものとし，接続に係る費用（通信費等）についても，借受人負担とします。 

 

 

５ 端末には不適切なサイトへのアクセスを制限するフィルタリングの設定をしています。ま

た，セキュリティ対策等のため、どのような使い方をしたか、使用履歴を確認できるように

なっています。 

以上 

 


